
 
 

③機能配置の検討 

1） 大月駅北側地区における官民連携機能の配置エリア 
   大月駅北側の将来イメージは下図に示すとおりであり、駅北側の（都）大月駅裏通

線の北側には住居系地区を、南側に交通施設（駅前広場）と行政サービス機能等を含

む施設用地を配置する計画としている。 

   本計画においては、大月駅北側地区における先導的な役割を担う行政機能と商業系

機能の複合施設の配置は、駅北側のエントランスとなる駅前広場と一体的に整備し、

複合施設に必要となる駐車場（市役所来訪者駐車場と観光客用）と合わせ、下記のエ

リアで計画するものとする。 

 

図表-大月駅北側の将来整備イメージと施設配置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ※大月市立地適正化計画より 

 

 

 

 

  
施設配置エリア【駅前広場、複合施設、駐⾞場】
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2） 施設配置（案） 
【庁舎施設】 

 ・職員数約 200 人に対する必要な庁舎規模（延床面積）：4,600 ㎡ 

    （庁舎標準面積算出表（ア）、（イ）、（ウ）、（オ）の面積の合計値） 

   ・電気設備：約 400 ㎡ 

   ・その他施設：約 600 ㎡ 

（観光物産館、商業機能、子育て支援施設、高齢者福祉施設） 

   ・合計：約 5,600 ㎡ 

 

図表-庁舎標準面積算出表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【複合施設面積】 

   ・上記より、約 5,600 ㎡を対象とし、商業地域（建ぺい率 80％、容積率 400％）で

あるため、敷地面積は約 1,600 ㎡とする（延床面積＝建築面積 1,200 ㎡×5 階＝

6,000 ㎡）。  
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  【駅前広場】 

   ◆設計条件 

    ・ロータリー内には各車両の乗降バースを１バースずつ設置（自家用車、タクシ

ー、身障者用、バス）する。 

    ・バスは全長 12m の観光バスにも対応できるよう大型車対応とする。また、タク

シー用の待機場所を設置する。 

   ◆選定結果 

  ・下図の 3 案を比較した結果、案 3 を選定する。 

 

図表-駅前広場（ロータリー）案の選定 
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  【駐車場】 

   ・現在の駐車台数（下記①＋②）、新たに EV 車（③）と観光客用（④）台数の稼働

率用想定した 100 台を確保する。 

   ・①公用車（50 台）の稼働率 70%⇒35 台（≒40 台） 

   ・②来客用（58 台）、③EＶ車（２台）、④観光客（40 台）の稼働率 60% ⇒ 60 台 

 

図表-駐車必要台数の算定 

  本庁舎 第二庁舎 花咲庁舎 合計 

公用車 普通車 26 15 41

バン 3 3

トラック 3 3 6

来客用 38 16 54

障害者用 1 1 2

その他（市長車、議長車） 2 2

合計 72 0 35 108

 

  【配置計画（案）】 

   ・上記を踏まえ、官民連携の対象施設の配置計画（案）を以下に示す。 

 

図表-配置計画（案） 
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４．事業化検討 

4－1 事業手法等の検討 

①参考にした類似事例 

1) 「山梨県防災新館事業」 
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30



 
 

 

2）「つくばみらい市伊奈庁舎設計・施工建設事業（茨城県/つくばみらい市）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 「横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業（神奈川県/横浜市）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 「高浜市役所本庁舎整備事業（愛知県/高浜市）」 

 

  ＰＰＰ リース方式

高浜市役所本庁舎整備事業（愛知県/高浜市） 

【スキーム図】

公共

事業者

土地無償賃貸借

民間施設リース

建設

ＰＦＩ BTO / BOT 方式 

公共 事業者

公共施設

ＰＦＩ サービス購入費

（建設費・運営費）

建設・運営
所有

ＢＴＯ：建設後

ＢＯＴ：運営後

横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業（神奈川県/横浜市）

【スキーム図】

ＤＢ / ＤＢＯ 方式 

公共 事業者

公共施設

設計建設費
運営費

建設・運営
引渡

つくばみらい市伊奈庁舎設計・施工建設事業（茨城県/つくばみらい市）

【スキーム図】
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 ②事業手法・スキームの整理 

1）事業手法・スキームの検討フロー 
以下に検討のフローを示す。 

官民連携手法について、スキームとして本事業への適用性を評価する。 

 

↓ 
本事業の性格 

資金調達リスクの平準化 ＋ 運営の大部分は公共用途であり民間の収益用途は限定 

 ＋ 管理は民間委託 

↓ 
○（本事業に該当する手法） 

A)PFI（サービス購入型）、B)リース方式 

×（本事業に該当しない手法） 

従来型公共事業（直営）、指定管理者制度、DBO

↓ 
各手法の特徴と適応性評価 

A)PFI(BTO ｻｰﾋﾞｽ購入型) → △ B)リース方式 → ○ 

○事例も多く、民間事業者がイメージ・提案しやす

い 
△リース方式と比較して VFM が低く（負値）、PFI
を適用するにはコスト低減が必須。 

△建物全体を市が所有するため、社会情勢に合わせ

た柔軟な利用は困難。 
△資金調達コストは公共事業の起債と比較して高

い 
△PFI に不慣れな自治体では PFI 法に基づいた選

定を実施するのに業務上の負担が大きい。 
×新たな公共施設の整備には既往施設の整理・廃止

が必要 

△事例は少ないものの、庁舎など公共施設への

適用が増えている 
○PFI と比較して VFM が高い 
 
○事業期間終了後の社会情勢に合わせて公共

部分の賃貸面積を変更することが可能。 
△資金調達コストは公共事業の起債と比較し

て高い 
○PFI 法に基づいた選定の必要がないため 
事業スピードは早い。 

○施設の所有は民間のため、公共施設の面積が

増加することはない。 

↓ 
役割整理、財政縮減効果検証 

 

＜評価凡例＞ ○：他の方式と比較し相対的に有利  △：他の方式と比較し対的に不利  

×：他の手法に関係なく不利 

  

官民連携手法の概要について 

従来型公共事業、指定管理者制度、DBO 方式、PFI、リース方式 
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2）官民連携事業について 

自治体の財政負担の軽減と民間企業の新たな事業領域拡大の両面から、今後の社会

資本整備の手法として官民連携事業の活用が注目されている。 

・PPP：Public Private Partnership（官民連携事業） 

・PFI：Private Finance Initiative 

 PPP の 1 手法で、民間の資金・経営能力・技術能力を活用し、公共施設等の設計・

建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法。 

「一括発注・性能発注・長期契約・VFM 大化・官民の役割分担の明確化」が特徴。 

 

 
出典：三井住友信託銀行 HP を元に作成 

庁舎の官民連携事業は事例が限られているものの、PFI や DBO 方式に加え、リース

方式も存在する。 
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3）一般的な官民連携事業の概要と分類 
官民連携事業と従来の公共事業との違いとして、「資金調達」「設計・施設整備」「維

持管理」「運営」「施設の所有」といった各段階において、官と民がリスクを適切に分

担し、事業を進める点が挙げられる。 

 

ここでは従来型公共事業と官民連携手法との違いを明確化するために、公共事業と

主な官民連携手法の概要を示す。 

また主な官民連携手法の役割分担と代表的なスキームを示す。 
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施
設

の
経

営
を

行
う

・
公

共
は

公
の

施
設

の
整

備
並

び
に

管
理

運
営

に
対

す
る

対
価

を
支

払
う

（
サ

ー
ビ

ス
購

入
型

）

・
競

争
的

対
話

方
式

な
ど

民
間

事
業

者
と

の
調

整
の

後
、

公
募

に
よ

り
民

間
事

業
者

を
募

集
し

、
P
F
I事

業
契

約
を

締
結

す
る

。
（
民

間
事

業
者

は
S
P
C

を
組

成
す

る
こ

と
が

多
い

）
・
民

間
事

業
者

は
資

金
調

達
を

行
っ

た
上

で
公

の
施

設
を

整
備

す
る

（
公

共
事

業
に

あ
た

る
）

・
整

備
し

た
公

の
施

設
を

事
業

期
間

に
わ

た
り

所
有

し
、

契
約

終
了

後
に

所
有

権
を

公
共

へ
譲

渡
す

る
・
民

間
事

業
者

は
指

定
管

理
者

に
指

定
、

公
共

施
設

の
管

理
運

営
、
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収
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・
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並

び
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す
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サ
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入
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・
一

般
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不

動
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と
同

様
・
公

募
に

よ
り

民
間

事
業

者
を

募
集

し
、

リ
ー

ス
契

約
を

締
結

す
る

。
・
民

間
事

業
者

は
資

金
調

達
を

行
っ

た
上

で
施

設
を

整
備

す
る

（
民

間
事

業
に

あ
た

る
）

・
施

設
の

所
有

権
を

民
間

が
保

持
し

た
ま

ま
、

施
設

の
維

持
管

理
運

営
を

行
う

。
・
公

共
は

施
設

の
整

備
並

び
に

管
理

運
営

に
対

す
る

対
価

を
賃

料
と

し
て

支
払

う
。

公
共

民
間

（設
計

）
民

間

（施
工

）

発
注

支
払

設
計

施
工

発
注
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払
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共
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用

者
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ス
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用

料

公
共
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）
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工
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発
注

支
払

設
計

施
工
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払
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定
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用

者
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ー
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ス

利
用

料

公
共

行
政

処
分

申
請

指
定

管
理

料

利
用

者

利
用

料
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共

建
設
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業
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理
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業

設
計
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業
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資

出
資

出
資

業
務
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託
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本
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約

建
設

工
事

請
負
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約

運
営

業
務

委
託

契
約

サ
ー

ビ
ス

公
共

民
間

（S
P
C
）

事
業

権

契
約

委
託
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者

発
注

支
払

設
計

施
工

金
融

機
関

融
資

公
共

民
間

（S
P
C
）

指
定

管
理

利
用

者

サ
ー

ビ
ス

利
用

料 金
融

機
関

返
済

サ
ー

ビ
ス

購
入

料同
じ

組
織

公
共
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間

（S
P
C
）

事
業

権
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約
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託
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者
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注
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払

設
計
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じ

組
織

公
共

民
間
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託
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設
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間
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融

機

関

返
済
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ス
料同

じ
組

織
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4）比較検討の官民連携手法の抽出 
上記の主な官民連携手法に対し、今回比較検討する事業手法を市の抱える課題や背

景から定性的に評価・抽出する。 

本市の抱える課題・要望を整理すると下記の通りである。 

 

課題 市の抱える課題や背景 

・庁舎の老朽化 耐震性を備えた新庁舎建設の必要性 

・庁舎の分散化 大月市立地適正化計画に基づいた庁舎の統合 

・観光機能の強化 本市を訪れるインバウンド観光客の取り込み 

・駅北側開発 開発を契機にした駅周辺の活性化、利便性の増加 

↓ 

新庁舎建設のニーズの高まり 

↓ 

問題 

庁舎の新設には多額の費用が必要であり、人口減少が進む中、短い期間の中で費用を

確保することが困難 

↓ 

新庁舎整備にかかる費用の平準化 

民間事業者によるコスト削減効果 
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このことから、主な官民連携手法が本事業に適用可能か、定性的な面から評価した、

評価の結果、「資金調達」の役割が公共に該当する官民連携手法は除外される。 

図表-官民連携手法適用の定性評価 

 定性的な 
評価結果 

評価理由 

公共事業 × 資金調達が市の負担 
公共事業（指定管理） × 資金調達が市の負担 
DBO × 資金調達が市の負担 
PFI BTO 

（サービス購入型） 
○ 

資金調達は民間事業者、また支払の平準化が可能 
（オペレートは清掃や警備など） 

BOT 
（サービス購入型） 

○ 
資金調達は民間事業者、また支払の平準化が可能 
（オペレートは清掃や警備など） 

BOO 
× 

主な機能が庁舎機能で、民間が担う運営部分（清掃や警

備など）の収入で建築費用までを担うことは不可能。 
コンセッション 
（参考） 

× 

コンセッション方式は資金調達や整備は公共が負担し、

運営権を民間に設定する方式である。 
資金調達が市の負担となることと、庁舎機能は市が担当

するため、適合しない。 
リース方式 

○ 
資金調達は民間事業者、また支払の平準化が可能 
（オペレートは清掃や警備など） 

 

なお、「PFI（BOT 方式、サービス購入型）」は事業スキームとしてリース方式とほ

ぼ同じであるため、上記の定性評価の結果より、「PFI（BTO 方式、サービス購入型）」

「リース方式」を対象に事業スキームの比較検討を実施する。 

 

図表-官民連携手法適用の該当手法 
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4－2 事業手法・スキームの比較 

①各種設定条件とその根拠 

1）事業範囲 
事業範囲の設定について、下記の 2 段階の検討により決定した。 

i） 大月駅北口開発の計画・設計 

ii） 計画内容に対する事業者ヒアリング 

 

ここでは「①大月駅北口開発の計画・設計」の概要、及び官民連携事業の範囲につ

いて示す。 

a) 大月駅北口開発の計画・設計 

＜大月駅北口開発の概要＞ 

 

図表-大月駅北口開発の平面図 

 

  

複合施設 

1,200 ㎡ 

駐⾞場⾯積

1,000 ㎡ 

駅前広場 

⺠間事業者   宅地開発事業 

温浴施設 

複合施設敷地⾯積

1,600 ㎡ 

駅前広場⾯積 

約 2,500 ㎡ 
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＜官民連携事業の範囲＞ 

大月駅北側エリアでは、北口駅前広場以外にも、大規模未利用地の民間事業者に

よる宅地開発事業をはじめ、南北自由通路・都市計画道路の整備計画や宿泊施設の

整備など複数の開発が見込まれている。 

官民連携事業の範囲として想定した施設を下記に示す。 

 

図表-検討当初に想定していた官民連携事業の対象施設 

施設名 内 容 

複合施設 
庁舎機能、子育て支援機能 

大月市の運営を想定 

商業施設 

民間事業者での運営を想定 

立体駐車場 
自走式有料駐車場 

民間事業者での運営を想定 

温浴施設 
インバウンド観光客向けの施設 

民間事業者での運営を想定 
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b) 計画内容に対する事業者ヒアリング 

第 1 回の民間事業者ヒアリングにて、官民連携事業の範囲について事業者の意見

を整理した。 

結果、温浴施設の運営を官民連携の条件に盛り込むことは、民間事業者にとって

歓迎されないことが判明した。 

仮に、不採算施設を官民連携事業の対象とした場合に、事業全体の採算性を確保

するため複合施設のサービス購入料やリース料といった、市が民間事業者へ支払う

施設の整備に対する対価が増加する可能性が高い。 

よって、温浴施設は今回の官民連携事業の検討対象から除外することとする。 

なお、民間事業者ヒアリング結果の詳細については後述する。 

 

図表-民間事業者からの温浴施設事業参画に対する評価 

Ａ社 
・当社が温浴施設の所有者又は運営者として参画することはできません。

・温浴施設の施設整備業務の担当企業として参画することは可能です。 

Ｂ社 
・温浴施設はどのくらいの集客が見込めるか現時点では不明なため、今後の時

期を含め要検討とします。 

Ｃ社 
・当初の設備投資並びに事業期間中のランニングコストが多大にかかる事業。

・周りからの受けは良いと思われるが、収益化は周辺人口、大月市への観光客

等を考慮しても困難と思われる。 

Ｄ社 

・一定の需要はあるものと見込まれますが、施設の建設、所有を含めて民間事

業者にて長期に亘り運営を担うことになりますので、温浴施設の事業者が借地

条件を含めて検討したうえで参画する意思を示さなければ事業が成立しないも

のと考えます。 
・同種施設の事業経験のない当社が上記の諸条件を整理、分析することは難し

いことから、事業者として参画することは困難です。 

 

 

図表-ヒアリングを受けて検討対象とした施設 

施設名 摘要 

複合施設 庁舎機能、子育て支援機能 

大月市の運営を想定 

商業施設 

民間事業者での運営を想定 

立体駐車場 自走式有料駐車場 

民間事業者での運営を想定 
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2）施設規模 
i） 施設規模の算定手順 

大月駅北側エリアにおいて本市が所有する土地は限られており、複合施設と合わ

せて大月駅の北口を整備するには、本市所有の土地以外の土地を借地などで活用す

る必要がある。（第 3 章参照） 

特に、JR 東日本が所有する土地の利用にあたっては、信号施設など移設が困難な

ものも存在するため、施設規模の算定にあたってはそれらと調整しながら検討する

必要がある。 

 

本業務においては、施設規模を下記の手順にて算定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

駅前ロータリーの配置検討（第 3 章参照）

 

複合施設配置検討（第 3 章参照） 

南北自由通路配置 

（JR 東日本協議）

移転不可施設条件 

（JR 東日本協議）

立体駐車場配置検討 
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ii） 施設規模設定の制約条件 

施設規模設定における制約条件は下記の通りである。 

図表-施設規模設定における制約条件 

施設 制約条件 備考 

JR 用地の

制約条件 

・以下の建築物の移転は不可 信号設備など移転費用が高

額となり、移転が困難である

ため 

・南北自由通路は複合施設は一体構造でなく独

立構造とすること 

・南北自由通路と複合施設の

分離による維持管理責任の

簡易化 

・独立構造とすることにより

事業スケジュール調整の簡

易化 

複合施設 容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

 

駅前広場 観光バスの出入りが可能であること  

立 体 駐 車

場 

100 台 公用車や来庁者利用などの

ため、一定数を本市が借上げ

る想定 

 

 

  

移転不可の JR 施設

42



 
 

 

iii） 複合施設の施設規模・面積構成 

 

複合施設の施設規模・面積構成の算定にあたり、現状 3 庁舎に分散している庁

舎機能をどのように統合すべきか検討した。 

 

a) 庁舎の現状 

庁舎の現状について、各機能別に整理した結果を以下に示す。 

 

 現庁舎の執務面積（職員一人当りの面積）は、総務省基準（4.5 ㎡/人）を大幅

に上回る値となっている。 

 交通部分面積は、庁舎毎により増減はあるが、現状の３庁舎全体では概ね総

務省基準値である。 

 議会関係面積（394 ㎡）は、総務省基準による議員数 14 人に対する必要な面

積（490 ㎡）を下回っている。（総務省基準の 80％） 

 現状における本庁舎と第二庁舎を合計した延床面積（3,942 ㎡）は、総務省基

準値（3,357 ㎡）と同程度の規模である。（値：次頁参照） 

  花咲庁舎を含めた延床面積（5,828 ㎡）では、総務省基準値（4,534 ㎡）を

29％程度上回る規模である。  

※上記の現況の延べ床面積は、電気施設、屋上面積を除いた面積 

 

【検討ケース】  

【１】本庁舎 （８７人） 

【２】第二庁舎（６８人）  

【３】花咲庁舎（４５人） 

【４】本庁舎＋第二庁舎（１５５人） 

【５】本庁舎＋第二庁舎＋花咲庁舎（２００人） 

※職員数に、庁舎内で業務を行う委託業者、目的外使用許可団体、外郭団体の

人数は含まない。 

 

【評価項目（面積評価）】 

 ア 執務面積：一般事務室及び応接室 

 イ 付属面積：倉庫、会議室、電話交換室、便所、洗面所、湯沸室、食堂、そ

の他諸室） 

 ウ 交通部分面積：玄関、広間、廊下、階段、その他通行部分） 

 エ 議会関係面積：議場、委員会室、議員控室） 
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【１】 【２】 【３】 【４】 【５】

①現    況 610.9 761.1 480.9 1,372.0 1,852.8

②総務省基準 602.1 435.6 279.5 1,037.7 1,312.7

評価（②÷①） 101% 175% 172% 132% 141%

①現    況 743.8 547.0 822.2 1,290.8 2,113.0

②総務省基準 687.3 532.6 351.3 1,219.9 1,563.6

評価（②÷①） 108% 103% 234% 106% 135%

①現    況 671.6 213.9 307.7 885.4 1,193.2

②総務省基準 515.7 387.3 252.3 903.0 1,150.5

評価（②÷①） 130% 55% 122% 98% 104%

①現    況 393.6 0.0 0.0 393.6 393.6

②総務省基準 490.0 490.0 490.0

評価（②÷①） 80% 80% 80%

項    ⽬

ア 執務⾯積

イ 付属⾯積

ウ 交通部分⾯積

エ 議会関係⾯積
    （議員数：１４名）

〇総務省基準との⽐較⼀覧（⾚書：基準値を下回る施設）

図表-現状の庁舎面積（青）と総務省基準値（赤）の比較 

【１】本庁舎   
【２】第⼆庁舎 
【３】花咲庁舎 
  

【４】本庁舎＋第⼆庁舎
【５】本庁舎＋第⼆庁舎＋花咲庁舎 

凡例： 
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ア 執務面積

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】

101％
175％

172％

132％

141％

7.0㎡/⼈
11.1㎡/⼈

10.7㎡/⼈

8.8㎡/⼈

9.2㎡/⼈
総務省基準：4.5㎡/⼈

イ 付属面積

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】

108％
103％

234％

106％

135％

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】

130％

55％
122％

98％

104％

ウ 交通部分面積

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0
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図表-現状の庁舎面積（青）と総務省基準値（赤）の比
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b) 庁舎の職員数 

庁舎の職員数について、庁舎別、役職別に整理した結果を以下に示す。 

 

図表-経年別、庁舎別、役職別の職員数 

本庁舎 第二庁舎 花咲庁舎

特別職 2 1 3

部長級 2 2 1 5

副部長級 0

課長級 9 6 4 19

補佐級 2 1 3 6

リーダー級 18 17 12 47

一般職 42 44 36 122

製図者 0

再任用職員 0

賃金職員 7 9 1 17

嘱託職員 0

非常勤職員 1 1

その他 0

合計 82 81 57 220

職員数（計） 82 81 57 220

          人数
役職

人数
計

平成21年（職員数220⼈）

⼈⼝29,273⼈（133⼈/職員⼀⼈当たり）

本庁舎 第二庁舎 花咲庁舎

特別職 1 1 2

部長級 1 2 1 4

副部長級 0

課長級 7 3 3 13

補佐級 0

リーダー級 16 11 10 37

一般職 50 34 31 115

製図者 0

再任用職員 1 1 2

賃金職員 9 10 1 20

嘱託職員 1 1

非常勤職員 0

その他 0

合計 85 63 46 194

職員数（計） 85 63 46 194

          人数
役職

人数
計

平成25年（194⼈）

⼈⼝27,257⼈（140⼈/職員⼀⼈当たり）

本庁舎 第二庁舎 花咲庁舎

特別職 2 1 3

部長級 1 2 1 4

副部長級 0

課長級 7 4 4 15

補佐級 0

リーダー級 16 11 12 39

一般職 49 34 24 107

製図者 0

再任用職員 2 1 3 6

賃金職員 9 14 1 24

嘱託職員 1 1

非常勤職員 1 1

その他 1 1 2

合計 87 69 46 202

職員数（計） 87 68 45 200

          人数

役職

人数
計

平成30年（200⼈）

⼈⼝25,350⼈（127⼈/職員⼀⼈当たり）
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c) 将来的な職員数の変化 

本市は人口減少が進行しており、市の人口に応じた施設規模とするため、大月市

の人口ビジョン等について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-大月市 人口ビジョン  
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将来的な職員数の算定に向けて、過去の本市の人口と職員数の関係について検証

した。 

 

 

図表-本市の職員数と人口の関係、将来職員推計 

 

平成 21 年及び平成 30 年の職員数 1 人あたりの担当人口は、概ね人口の減少に比

例して減少している（H21 年時の 90％）。 

平成 30 年時における職員 1 人あたりの人口は 127 人/職員である。 

将来の人口減少が予測されるため、人口減少に合わせて職員数が減少すると、平

成 52 年には現在の職員数が約 164 人と予測される。（36 人減） 

12 年後の平成 42 年の想定職員数は 181 人（19 人減） 

 

, , , , , , , , ,
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d) 長寿命化対策による施設の延命化について 

建替以外にも、長寿命化対策により現状の施設が利用可能か検証した。 

結果、本庁舎の施設の延命化（長寿命化対策：2048 年）を図った場合、22.2 億

が必要であり、2040 年時の 3 庁舎職員数想定による新庁舎整備費 25 億円とほぼ変

わらないことから建替が必須である。 
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e) 庁舎の規模（案） 

以下の 3 ケースについて庁舎面積の規模を比較した。 

終的に、ケース 1 の値を採用することとした。 

 

ケース 1 

（電気設備関係は除く） 

H30 職員数を基本とし、3 庁舎を統合 

（職員数：200 名） 

ケース 2 

（電気設備関係は除く） 

H30 職員数を基本とし、本庁舎と第二庁舎を統合 

（職員数：155 名） 

ケース 3 

（電気設備関係は除く） 

平成 52 年の人口ビジョンを元に 3 庁舎を統合 

（職員数：164 名） 

※電気設備 391 ㎡⇒400 ㎡ 

 

 
図表-ケース別の面積検討結果（電気設備関係は除く） 

 

◆ケース１（H30 時の３庁舎の職員数（200 人） 

現在の３庁舎の職員数（200 人）を基本とした庁舎規模とする。 

 ①本庁舎・第二庁舎は、新庁舎へ（平成 37 年 4 月供用開始予定） 

 ②花咲庁舎は、平成 52 年までの概ね 22 年間は、現施設を活用する。活用後

は、新庁舎へ職員移動（消防フロアーを除けば、耐震上問題なし） 

 

◆ケース２（本庁舎と第二庁舎の職員数 155 人） 

ケース２の規模では、将来、花咲庁舎の職員を含めた移転後の面積では賄

えない。（総務省基準による評価） 

新庁舎整備条件
（敷地⾯積：1,300㎡（65m×20m））

新庁舎を含む複合施設の延床⾯積
概算事業費

（45万円/㎡）
イニシャルコスト①新庁舎*1 ②その他

計
①＋②

平成30年の職員数を基本
【職員数：202⼈】
・本庁舎（87⼈）
・第⼆庁舎（68⼈）
・花咲庁舎（45⼈）

ケース１：３庁舎
（職員数：200⼈ 議員数：14⼈）
（現況：延床⾯積 6,196.7㎡）

4,534㎡ 600㎡
5,134㎡

≒5,200㎡
（25.7㎡/

⼈）
23.4億円

ケース２：本庁舎・第⼆庁舎
（職員数：155⼈ 議員数：14⼈）
（現況：延床⾯積4,155.4㎡） （屋
上⾯積除く）

3,651㎡ 600㎡
4,251㎡

≒4,300㎡
（27.7㎡/

⼈）
19.4億円

平成52年の⼈⼝ビジョン
（19,000⼈）による想定職員数
・３庁舎（164⼈）

ケース３（３庁舎）
（職員数：164⼈ 議員数：14⼈） 3,843㎡ 600㎡

4,443㎡
≒4,500㎡
（27.4㎡/

⼈）
20.3億円

備 考

本庁舎の耐震補強による延命化後、新
庁舎建替（延命化：22年）

：建設から80年を想定

耐震補強 2,843.8㎡
（現況の延床⾯積）

9.4億円
設備改修費含む 22.5億

円
2,295㎡ 2,295㎡

≒2,300㎡
10.1億円
建替費⽤

花咲庁舎（消防フロアー 3階）の耐震
補強による庁舎全体の免震補強を⾏い
延命化を図る（延命化）
：建設から80年を想定

免震補強 2,041㎡
（現況の延床⾯積） 3.7億円

11.8
億円

1,373㎡ 1,373㎡
≒1,400㎡ 6.3億円
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※職員一人当りの面積を減らすことで、花咲庁舎職員を受け入れることは可

能である。（総務省起債許可に係る標準面積：35.3 ㎡/人） 

⇒ケース 2 は NG 

◆ケース３（H52 時に想定される３庁舎の職員数（164 人） 

『大月市将来人口ビジョン』による将来推計人口『19,000 人（2040 年：平

成 52 年)』時に想定される３庁舎の職員数（164 人）を基本とした庁舎規模と

する。 

 ①本庁舎・第二庁舎は、新庁舎へ（平成 37 年 4 月供用開始予定） 

 ②花咲庁舎は、平成 52 年までの概ね 22 年間は、現施設を活用する。活用後

は、新庁舎へ職員移動（消防フロアーを除けば、耐震上問題なし） 

⇒人口減少は市の課題であるものの人口減少に付随した職員数の減少が平成 37

年の整備時までに発生するとは考えにくいため、ケース３は NG 
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f) 複合施設の規模及び面積構成（案） 

複合施設の施設規模及び面積構成（案）は以下の通りである。 

 

図表-複合施設の施設規模及び面積構成（案） 

室名 ⾯積基準 ⾯積 適⽤
  事務室 4.5 ㎡×（換算職員数） 

〔職員数換算率〕 

区分 換算
率 

職員数 換算職員数

特別職 12 3 ⼈ 36 ⼈
部⻑・次⻑級 2.5 4 ⼈ 10 ⼈
課⻑級 2.5 15 ⼈ 37.5 ⼈
課⻑補佐・係⻑級 1.8 39 ⼈ 70.2 ⼈
製図職員 1.7 0 ⼈ 0 ⼈
⼀般職員 1 139 ⼈ 139 ⼈
計  200 ⼈ 292.7 ⼈

 

1,300 ㎡ 100 ㎡単位
四捨五⼊ 

 

付
属
⾯
積 

倉庫 事務室⾯積の 13％ 200 ㎡ 100 ㎡単位
四捨五⼊

会議室、電話交換
室、便所、洗⾯所、
その他諸室 

7 ㎡×（全職員数） 
（内、電気設備 400 ㎡） 

1,400 ㎡ 100 ㎡単位
四捨五⼊ 

  
⽞関、広間、廊下、
階段等の交通部
分 

 から までの各室⾯積合計の 40％ 1,200 ㎡ 100 ㎡単位
四捨五⼊ 

  ⾞庫 1 台につき 25 ㎡ 0 ㎡ ⽴ 体 駐 ⾞
場の利⽤

  議事堂 35 ㎡×（議員定数）  14 ⼈ 500 ㎡ 100 ㎡単位
四捨五⼊

  電気設備  400 ㎡
  展望フロア  170 ㎡
  観光物産館  60 ㎡
  商業施設 

（コンビニ） 
 270 ㎡  

  ⼦育て⽀援施設  100 ㎡
合 計  5,600 ㎡  

敷地⾯積  1,600 ㎡  

建築⾯積  1,200 ㎡  

建ぺい率検証：1,600×80％＝1,280 ㎡＞1,200 ㎡  ・・・OK 
容積率検証 ：1,600×400％=6,400 ㎡＞5,600 ㎡  ・・・OK

 

なお、上記の施設規模・面積構成は官民連携事業評価にむけて設定したものであ

り、建物内の機能配置については別途検討する必要がある。  
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